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◆
設
問
◆

　
監
査
役
会
設
置
会
社
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社

お
よ
び
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
が
他
の
い
ず
れ
か

の
機
関
設
計
に
移
行
す
る
場
合
、
以
下
の
点
を
ど
の

よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。

　
１�　
役
員
選
任
議
案
の
決
定
手
続
（
監
査
役
等
の

同
意
の
要
否
等
）

　
２�　
役
員
の
報
酬
等
の
決
定
手
続
（
株
主
総
会
決

議
の
要
否
等
）

◆
回
答
◆

　

１
⑴　

監
査
役
会
設
置
会
社
・
監
査
等
委
員
会
設
置

会
社
間
の
移
行
に
際
し
て
は
、
移
行
後
の
監
査
役
ま
た

は
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
の
選
任
議
案
に
つ
い

て
、
移
行
前
の
監
査
等
委
員
会
ま
た
は
監
査
役
会
の
同

意
を
得
る
こ
と
が
（
必
須
で
は
な
い
も
の
の
）
合
理
的

な
対
応
と
考
え
ら
れ
る
。

　

⑵　

他
の
機
関
設
計
か
ら
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社

へ
の
移
行
に
際
し
て
は
、
移
行
後
の
取
締
役
（
監
査
委

員
と
な
る
予
定
の
者
も
含
む
）
の
選
任
議
案
に
つ
い

て
、
監
査
役
会
ま
た
は
監
査
等
委
員
会
の
同
意
を
得
る

必
要
は
な
い
。

　

⑶　

指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
か
ら
他
の
機
関
設
計

へ
の
移
行
に
際
し
て
は
、
移
行
後
の
取
締
役
（
監
査
等

委
員
で
あ
る
取
締
役
ま
た
は
そ
れ
以
外
の
取
締
役
）
の

選
任
議
案
に
つ
い
て
は
指
名
委
員
会
が
決
定
権
を
有
す

る
。
監
査
役
の
選
任
議
案
に
つ
い
て
は
取
締
役
会
が
決

定
権
を
有
す
る
が
、
移
行
前
の
指
名
委
員
会
ま
た
は
監

査
委
員
会
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
（
必
須
で
は
な
い
も

の
の
）
合
理
的
な
対
応
と
考
え
ら
れ
る
。

　

２　

監
査
役
会
設
置
会
社
ま
た
は
監
査
等
委
員
会
設

置
会
社
へ
の
移
行
に
際
し
て
は
、
移
行
後
の
取
締
役
と

監
査
役
、
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
と
そ
れ
以
外
の

取
締
役
と
を
区
別
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
報
酬
等
に
つ
い

て
株
主
総
会
の
決
議
を
得
る
べ
き
で
あ
る
。
指
名
委
員

会
等
設
置
会
社
か
ら
の
移
行
に
際
し
て
の
報
酬
議
案
の

決
定
権
は
、
取
締
役
会
に
属
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
へ
の
移
行
に
際
し
て
は
、
移

行
後
の
取
締
役
の
報
酬
等
に
つ
い
て
株
主
総
会
の
決
議

を
得
る
必
要
は
な
い
。

◆
解
説
◆

一　
機
関
設
計
の
移
行
の
類
型

　

上
場
会
社
が
と
り
得
る
機
関
設
計
と
し
て
、
監
査
役

会
設
置
会
社
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
お
よ
び
指
名

委
員
会
等
設
置
会
社
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
機
関
設
計

は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
特
長
を
有
す
る
が
、
い
ず
れ
も

合
理
性
の
あ
る
機
関
設
計
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

会
社
法
は
、
各
社
が
そ
の
実
情
に
応
じ
て
最
適
と
考
え

る
機
関
設
計
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
各
機

関
設
計
の
い
ず
れ
を
も
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
し
て
い
る
（
注
一
）。

　

そ
の
た
め
、
各
社
に
お
い
て
、
そ
の
時
々
に
お
け
る

自
社
の
実
情
を
踏
ま
え
て
適
切
と
判
断
す
る
場
合
に

は
、
別
の
機
関
設
計
に
移
行
す
る
こ
と
も
あ
る
。
移
行

の
類
型
と
し
て
は
、
図
表
の
六
通
り
（
①
〜
⑥
）
が
考

え
ら
れ
る
（
以
下
、
移
行
の
各
類
型
を
図
表
に
お
け
る

①
〜
⑥
で
表
記
す
る
こ
と
が
あ
る
）。

　

い
ず
れ
の
場
合
も
、
移
行
に
際
し
て
は
定
款
変
更
が

必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
定
款
変
更
の
効
力
が
生
じ
た
場

合
に
は
、
移
行
前
の
機
関
設
計
に
お
け
る
役
員
（
取
締

役
・
監
査
役
）
の
任
期
は
自
動
的
に
満
了
す
る
（
会
社

法
三
三
二
条
七
項
、
三
三
六
条
四
項
）。
そ
の
た
め
、
移
行

に
際
し
て
は
、
移
行
に
係
る
定
款
変
更
の
効
力
発
生
を

条
件
と
し
て
、
移
行
後
の
役
員
の
選
任
決
議
を
併
せ
て

行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
役
員
の
報
酬
等
に
つ
い
て

も
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
へ
の
移
行
（
類
型
③
お

よ
び
④
）
の
場
合
以
外
で
は
、
移
行
後
の
機
関
設
計
を

前
提
と
し
た
株
主
総
会
決
議
が
必
要
と
な
る
。

◆ 

実 

務 

問 

答 

会 

社 

法
第 

1 

回 

◆

内
田
修
平　
弁
護
士

機
関
設
計
の
移
行
に
お
け
る
各
機
関
の
同
意
等

の
手
続

会社法・実務研究会
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こ
の
よ
う
に
、
移
行
の
場
面
に
お
い
て
は
、
移
行
前

の
機
関
設
計
の
下
で
、
移
行
後
の
機
関
設
計
を
前
提
と

し
た
役
員
選
任
手
続
や
報
酬
決
定
手
続
を
経
る
必
要
が

あ
る
点
で
特
殊
性
が
あ
る
が
、
会
社
法
は
、
こ
れ
ら
の

手
続
に
つ
い
て
、
移
行
の
場
面
を
特
に
対
象
と
し
た
特

別
な
規
定
を
設
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
必
要
な
手

続
が
一
義
的
に
明
ら
か
と
は
い
え
な
い
場
合
も
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
合
理
的
な
解
釈
に
よ
る
必
要
が

あ
る
が
、
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
は
、
移
行
後
の
機

関
設
計
の
下
に
お
け
る
会
社
法
上
の
手
続
の
趣
旨
と
、

移
行
前
の
機
関
設
計
の
下
に
お
け
る
各
機
関
の
役
割
・

機
能
を
踏
ま
え
、
で
き
る
限
り
会
社
法
上
の
手
続
の
趣

旨
に
沿
う
対
応
を
検
討
す
る
こ
と
が
合
理
的
と
考
え
ら

れ
る
。
他
方
で
、
法
的
安
定
性
の
観
点
か
ら
、
会
社
法

上
明
示
的
に
必
要
と
さ
れ
る
範
囲
を
超
え
て
手
続
規
制

を
及
ぼ
す
こ
と
は
、
で
き
る
限
り
避
け
る
べ
き
で
あ

る
。

二　
役
員
選
任
議
案
の
決
定
手
続

１　
監
査
役
会
設
置
会
社
・
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
間
の

移
行
（
類
型
①
お
よ
び
②
）

⑴　
監
査
役
会
設
置
会
社
か
ら
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
へ
の

移
行
（
類
型
①
）

　

監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
お
い
て
は
、
監
査
等
委

員
以
外
の
取
締
役
と
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
と
を

区
別
し
て
株
主
総
会
で
選
任
す
る
必
要
が
あ
る
た
め

（
会
社
法
三
二
九
条
二
項
）、
①
の
場
合
に
は
、
移
行
前
の

監
査
役
会
設
置
会
社
の
下
で
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
よ
う

な
選
任
決
議
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　

こ
の
う
ち
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
の
選
任
議
案

に
つ
い
て
、「
監
査
等
委
員
会
が
あ
る
場
合
」
に
お
い
て

は
、
監
査
等
委
員
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
い
る
が
（
会
社
法
三
四
四
条
の
二
第
一
項
）、
移

行
の
場
面
で
は
、
議
案
の
決
定
時
に
は
監
査
等
委
員
会

が
存
在
し
な
い
た
め
、
こ
の
規
律
は
適
用
さ
れ
ず
、
監

〔図表〕　別の機関設計への移行の類型

監査等委員会設置会社

① ②

③

⑤

④ ⑥

監査役会設置会社 指名委員会等設置会社

「
実
務
問
答
会
社
法
」掲
載
に
当
た
っ
て

　

平
成
二
六
年
改
正
会
社
法
が
平
成
二
七
年
五
月
一
日
に
施
行
さ
れ
て
か
ら
、
一
年
以
上
が
経
過
し
た
。
こ
の
間
、

会
社
法
を
め
ぐ
る
実
務
も
変
容
を
遂
げ
て
き
た
が
、
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
法
解
釈
の
検
討
を
要
す
る
場
面
も

少
な
か
ら
ず
存
す
る
。

　

ま
た
、
会
社
法
は
、
施
行
後
一
〇
年
を
経
過
し
、
広
く
実
務
に
定
着
し
た
感
が
あ
る
が
、
実
務
の
蓄
積
に
伴
う

議
論
の
深
ま
り
や
施
行
後
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
動
等
に
伴
っ
て
新
た
な
法
的
論
点
も
生
じ
て
お
り
、
会
社
法
実

務
に
お
け
る
検
討
課
題
は
、
平
成
二
六
年
改
正
の
内
容
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

　
「
会
社
法
・
実
務
研
究
会
」
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
実
務
上
の
重
要
性
が
高
い
会
社
法
上
の
論
点
に
つ

き
、
実
務
に
根
差
し
つ
つ
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
合
理
的
な
解
釈
論
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
会
社
法

実
務
の
さ
ら
な
る
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
会
社
法
制
と
会
社
法
実
務
に
精
通
し
た
実
務
家
が
中
心

と
な
っ
て
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の
成
果
で
あ
る
本
連
載
企
画
「
実
務
問
答
会
社
法
」
は
、
研
究
会
の
実
務
家
メ

ン
バ
ー
が
各
回
の
執
筆
を
担
当
す
る
と
と
も
に
、
後
藤
元
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
准
教
授
の
監
修

を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
内
容
の
客
観
性
お
よ
び
理
論
的
妥
当
性
を
担
保
し
て
い
る
。

　

本
連
載
は
、
原
則
と
し
て
毎
月
五
日
号
の
掲
載
を
予
定
し
て
い
る
。
今
後
の
連
載
に
ご
期
待
い
た
だ
き
た
い
。

編
集
部
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査
等
委
員
会
の
同
意
を
得
る
必
要
は
な
い
（
実
際
に
も

得
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
）。

　

他
方
で
、
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
の
業
務
執
行

者
か
ら
の
独
立
性
を
確
保
す
る
と
い
う
会
社
法
三
四
四

条
の
二
第
一
項
の
趣
旨
に
配
慮
し
て
、
移
行
の
際
の
監

査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
の
選
任
議
案
に
つ
い
て
は
、

移
行
前
の
監
査
役
会
の
同
意
を
得
て
お
く
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
監
査
役
会
の
同
意
は
、
会
社
法

上
明
示
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
同
意

を
得
な
け
れ
ば
選
任
手
続
が
瑕
疵
を
帯
び
る
と
解
す
べ

き
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
監
査
役
会
は
、
監
査

役
の
選
任
議
案
に
つ
い
て
同
意
権
を
有
し
て
お
り
（
会

社
法
三
四
三
条
一
項
・
三
項
）、
同
意
権
の
行
使
を
通
じ

て
監
査
機
関
の
業
務
執
行
者
か
ら
の
独
立
性
を
確
保
す

る
と
い
う
点
で
、
そ
の
役
割
は
監
査
等
委
員
会
と
共
通

す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
監
査
等
委
員
会

設
置
会
社
に
お
け
る
監
査
等
委
員
会
の
同
意
権
の
趣
旨

と
、
監
査
役
会
設
置
会
社
に
お
け
る
監
査
役
会
の
役

割
・
機
能
を
踏
ま
え
る
と
、
移
行
に
際
し
て
、
監
査
等

委
員
で
あ
る
取
締
役
の
選
任
議
案
に
つ
い
て
監
査
役
会

の
同
意
を
得
る
こ
と
は
、（
前
記
の
と
お
り
、
会
社
法
上

必
須
と
は
い
え
な
い
も
の
の
）
会
社
法
の
趣
旨
に
沿
っ

た
合
理
的
な
対
応
と
い
え
る
（
注
二
）。
少
な
く
と
も
、

監
査
役
会
が
こ
の
よ
う
な
同
意
を
行
う
こ
と
は
、
監
査

役
・
監
査
役
会
の
職
務
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
同
意
手
続
の
ほ
か
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会

社
に
お
い
て
は
、
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
の
選
任

に
つ
い
て
は
各
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
が
（
会
社

法
三
四
二
条
の
二
第
一
項
）、
ま
た
、
監
査
等
委
員
以
外

の
取
締
役
の
選
任
に
つ
い
て
は
監
査
等
委
員
会
が
（
同

条
四
項
）、
そ
れ
ぞ
れ
株
主
総
会
に
お
け
る
意
見
陳
述
権

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
移
行
の
場
面
で
は
、

こ
れ
ら
の
規
律
は
適
用
さ
れ
ず
、
監
査
役
・
監
査
役
会

の
意
見
陳
述
を
認
め
る
こ
と
は
必
須
で
は
な
い
が
、
任

意
の
対
応
と
し
て
意
見
陳
述
を
認
め
る
こ
と
も
、
会
社

法
上
は
許
容
さ
れ
る
（
注
三
）。
特
に
、
監
査
等
委
員
で

あ
る
取
締
役
の
選
任
に
つ
い
て
監
査
役
の
意
見
陳
述
を

認
め
る
こ
と
は
、
各
監
査
役
が
監
査
役
の
選
任
に
つ
い

て
意
見
陳
述
権
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
同
法

三
四
五
条
四
項
）
と
整
合
す
る
合
理
的
な
対
応
と
も
い

い
得
る
。

⑵　
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
か
ら
監
査
役
会
設
置
会
社
へ
の

移
行
（
類
型
②
）

　

前
記
⑴
の
う
ち
同
意
手
続
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、

②
の
場
合
に
も
同
様
に
妥
当
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、
移

行
の
際
に
は
、
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
を
そ
れ
ぞ
れ
株

主
総
会
で
選
任
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
監
査

役
の
選
任
議
案
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
上
必
須
と
は
い

え
な
い
も
の
の
、
監
査
等
委
員
会
の
同
意
を
得
る
こ
と

が
合
理
的
な
対
応
と
考
え
ら
れ
る
。

　

加
え
て
、
②
の
場
合
に
は
、
各
監
査
等
委
員
ま
た
は

監
査
等
委
員
会
が
、
移
行
に
際
し
て
の
取
締
役
お
よ
び

監
査
役
の
選
任
に
つ
い
て
株
主
総
会
に
お
け
る
意
見
陳

述
権
を
有
す
る
か
が
問
題
と
な
り
得
る
。
監
査
等
委
員

で
あ
る
取
締
役
の
選
任
に
つ
い
て
は
各
監
査
等
委
員
が

（
会
社
法
三
四
二
条
の
二
第
一
項
）、
ま
た
、
監
査
等
委
員

以
外
の
取
締
役
の
選
任
に
つ
い
て
は
監
査
等
委
員
会
が

（
同
条
四
項
）、
そ
れ
ぞ
れ
意
見
陳
述
権
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
監
査
等
委
員
会
設
置
会

社
の
取
締
役
の
選
任
を
想
定
し
た
規
定
と
も
見
受
け
ら

れ
、
監
査
役
会
設
置
会
社
へ
の
移
行
後
の
取
締
役
お
よ

び
監
査
役
の
選
任
に
つ
い
て
も
同
様
の
意
見
陳
述
権
が

認
め
ら
れ
る
か
は
、
条
文
上
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い

か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
取
締
役
の
選
任
議
案
に
つ
い
て
は
、
監
査
等

委
員
会
の
意
見
陳
述
権
の
有
無
が
問
題
と
な
る
。
こ
の

点
、
監
査
等
委
員
会
が
監
査
等
委
員
以
外
の
取
締
役
の

選
任
に
関
し
て
有
す
る
意
見
陳
述
権
は
、
特
に
、
社
外

取
締
役
が
構
成
員
の
過
半
数
を
占
め
る
監
査
等
委
員
会

が
、
業
務
執
行
者
に
対
す
る
監
督
機
能
を
実
効
的
に
果

た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
す

る
も
の
で
あ
り
（
注
四
）、
い
わ
ば
、
指
名
委
員
会
等
設

置
会
社
に
お
け
る
指
名
委
員
会
の
権
限
の
一
部
を
代
替

す
る
も
の
と
も
い
い
得
る
。
そ
う
す
る
と
、
指
名
委
員

会
が
機
関
設
計
の
移
行
に
際
し
て
の
取
締
役
の
選
任
議

案
に
つ
い
て
も
決
定
権
（
会
社
法
四
〇
四
条
一
項
）
を
有

す
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
（
後
記
３
⑴
）
と
の
バ
ラ
ン
ス

上
、
監
査
役
会
設
置
会
社
へ
の
移
行
時
に
お
け
る
取
締

役
の
選
任
に
つ
い
て
も
、
監
査
等
委
員
会
が
意
見
陳
述

権
を
有
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
合
理
的
と
考
え
ら
れ

る
。
会
社
法
三
四
二
条
の
二
第
四
項
の
文
言
と
の
関
係

で
も
、
移
行
後
の
監
査
役
会
設
置
会
社
に
お
け
る
取
締

役
は
、「
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
以
外
の
取
締
役
」

に
当
た
る
と
の
整
理
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
取
締
役
」
の
選
任
に
つ
い
て
の
意

見
陳
述
権
を
定
め
る
会
社
法
三
四
二
条
の
二
第
一
項
・
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四
項
の
文
言
か
ら
は
、
監
査
役
の
選
任
に
つ
い
て
、
会

社
法
上
明
確
に
各
監
査
等
委
員
ま
た
は
監
査
等
委
員
会

の
意
見
陳
述
権
が
認
め
ら
れ
る
と
は
い
い
難
い
。
し
た

が
っ
て
、
各
監
査
等
委
員
や
監
査
等
委
員
会
の
意
見
陳

述
を
認
め
る
こ
と
は
必
須
で
は
な
い
が
、
移
行
後
の
監

査
役
会
設
置
会
社
の
下
で
は
、
各
監
査
役
が
監
査
役
の

選
任
に
つ
い
て
意
見
陳
述
権
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
（
会
社
法
三
四
五
条
四
項
）
を
踏
ま
え
、
移
行
前
に

お
い
て
も
、
こ
れ
に
相
当
す
る
任
意
の
対
応
と
し
て
、

各
監
査
等
委
員
に
意
見
陳
述
を
認
め
る
こ
と
が
合
理
的

な
対
応
と
考
え
ら
れ
る
。

２　
他
の
機
関
設
計
か
ら
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
へ
の
移

行
（
類
型
③
お
よ
び
④
）

　

他
の
機
関
設
計
か
ら
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
移

行
す
る
場
合
に
は
、
株
主
総
会
で
取
締
役
を
選
任
す
る

必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
際
に
、
監
査
委
員
と
な
る
予
定

の
者
か
ど
う
か
に
よ
り
議
案
が
区
別
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
（
監
査
委
員
の
選
定
は
取
締
役
会
決
議
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。
会
社
法
四
〇
〇
条
二
項
）。
し
た

が
っ
て
、
移
行
に
際
し
て
の
取
締
役
の
選
任
議
案
の
決

定
に
当
た
っ
て
、
監
査
役
会
や
監
査
等
委
員
会
が
同
意

権
を
有
す
る
と
考
え
る
の
は
、
制
度
の
建
付
け
上
、
困

難
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
監
査
委
員
と
な
る
予
定
の
者

に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
同
意
を
得
る
必
要
は
な
い

（
注
五
）。
た
だ
し
、
任
意
の
対
応
と
し
て
、
監
査
役
会

や
監
査
等
委
員
会
の
同
意
を
得
る
こ
と
も
会
社
法
上
は

許
容
さ
れ
る
。

　

な
お
、
監
査
役
会
設
置
会
社
か
ら
指
名
委
員
会
等
設

置
会
社
へ
の
移
行
の
場
合
（
類
型
③
）
に
は
、
取
締
役

の
選
任
に
つ
い
て
監
査
役
・
監
査
役
会
の
意
見
陳
述
を

認
め
る
必
要
は
な
い
が
、
各
監
査
役
が
監
査
役
の
選
任

に
つ
い
て
意
見
陳
述
権
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

（
会
社
法
三
四
五
条
四
項
）
を
踏
ま
え
、
任
意
の
対
応
と

し
て
意
見
陳
述
を
認
め
る
こ
と
も
、
会
社
法
上
は
許
容

さ
れ
る
。
ま
た
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
か
ら
指
名

委
員
会
等
設
置
会
社
へ
の
移
行
の
場
合
（
類
型
④
）
に

お
け
る
監
査
等
委
員
会
の
意
見
陳
述
権（
同
法
三
四
二
条

の
二
第
四
項
）
に
つ
い
て
は
、
前
記
１
⑵
と
同
様
の
議

論
が
妥
当
し
、
監
査
等
委
員
会
は
、
移
行
に
際
し
て
の

取
締
役
（
監
査
委
員
と
な
る
予
定
の
者
か
ど
う
か
を
問

わ
な
い
）
の
選
任
議
案
に
つ
い
て
、
株
主
総
会
に
お
け

る
意
見
陳
述
権
を
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

３　
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
か
ら
他
の
機
関
設
計
へ
の
移

行
（
類
型
⑤
お
よ
び
⑥
）

⑴　
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
か
ら
監
査
役
会
設
置
会
社
へ
の

移
行
（
類
型
⑤
）

　

⑤
の
場
合
に
は
、
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
を
そ
れ
ぞ

れ
株
主
総
会
で
選
任
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
取
締
役
の
選
任
議
案
に
つ
い
て
は
、
会
社

法
上
、
指
名
委
員
会
が
決
定
権
を
有
す
る
も
の
と
解
さ

れ
る
。
会
社
法
四
〇
四
条
一
項
は
、
社
外
取
締
役
が
構

成
員
の
過
半
数
を
占
め
る
指
名
委
員
会
に
よ
る
業
務
執

行
者
に
対
す
る
監
督
を
期
待
し
て
、「
指
名
委
員
会
は
、

株
主
総
会
に
提
出
す
る
取
締
役
…
…
の
選
任
…
…
に
関

す
る
議
案
の
内
容
を
決
定
す
る
」
と
定
め
て
い
る
と
こ

ろ
、
移
行
に
際
し
て
の
取
締
役
の
選
任
議
案
に
つ
い

て
、
こ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
根
拠
は
、
形
式
的
に

も
実
質
的
に
も
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
移
行
後

の
取
締
役
の
選
任
議
案
に
つ
い
て
も
、
移
行
前
に
決
定

さ
れ
る
以
上
、
そ
の
決
定
権
は
指
名
委
員
会
に
属
す
る

も
の
と
解
す
る
こ
と
が
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
。

　

他
方
、
監
査
役
の
選
任
議
案
に
つ
い
て
は
、
会
社
法

上
、
指
名
委
員
会
が
決
定
権
を
有
す
る
旨
の
規
定
は
置

か
れ
て
い
な
い
た
め
、
取
締
役
会
が
決
定
権
を
有
す
る

も
の
と
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
監
査
役
の
業
務
執
行
者

か
ら
の
独
立
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
の
任
意
の
対
応

と
し
て
、
取
締
役
の
選
任
議
案
の
決
定
に
準
じ
て
指
名

委
員
会
の
同
意
を
得
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
監
査
役
選

任
議
案
に
係
る
監
査
役
会
の
同
意
権（
会
社
法
三
四
三
条

一
項
・
三
項
）
に
準
じ
て
監
査
委
員
会
の
同
意
を
得
る

こ
と
が
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
（
注
六
）。

　

な
お
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
の
下
で
は
、
そ
も

そ
も
取
締
役
の
選
任
に
関
す
る
株
主
総
会
に
お
け
る
意

見
陳
述
の
仕
組
み
が
存
し
な
い
た
め
、
移
行
に
際
し
て

の
取
締
役
や
監
査
役
の
選
任
に
つ
い
て
監
査
委
員
会
や

各
監
査
委
員
の
意
見
陳
述
を
認
め
る
こ
と
は
必
須
で
は

な
い
が
、
任
意
の
対
応
と
し
て
意
見
陳
述
を
認
め
る
こ

と
も
、
会
社
法
上
は
許
容
さ
れ
る
。

⑵　
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
か
ら
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社

へ
の
移
行
（
類
型
⑥
）

　

⑥
の
場
合
も
、
監
査
等
委
員
以
外
の
取
締
役
と
監
査

等
委
員
で
あ
る
取
締
役
と
を
区
別
し
て
株
主
総
会
で
選

任
す
る
必
要
が
あ
る
（
会
社
法
三
二
九
条
二
項
）。

　

そ
し
て
、
前
記
⑴
の
と
お
り
、
取
締
役
の
選
任
議
案

に
つ
い
て
は
、
指
名
委
員
会
が
決
定
権
を
有
す
る
も
の



商事法務No.2105 2016. 7. 5

─ 16 ─

と
解
さ
れ
る
（
会
社
法
四
〇
四
条
一
項
）。
監
査
等
委
員

で
あ
る
取
締
役
も
、
取
締
役
で
あ
る
こ
と
は
異
な
ら
な

い
以
上
、
そ
の
選
任
議
案
に
つ
い
て
は
指
名
委
員
会
が

決
定
権
を
有
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
加
え
て
、
監

査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
の
選
任
議
案
に
つ
い
て
は
、

監
査
委
員
会
の
同
意
を
得
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

前
記
の
と
お
り
指
名
委
員
会
の
決
定
を
経
る
の
で
あ
れ

ば
、
指
名
委
員
会
の
過
半
数
を
占
め
る
社
外
取
締
役
の

関
与
を
通
じ
て
、
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
の
独
立

性
は
確
保
さ
れ
得
る
も
の
と
い
え
、
こ
れ
に
加
え
て
監

査
委
員
会
の
同
意
を
得
る
こ
と
の
必
要
性
は
、
必
ず
し

も
高
い
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
前
記
⑴
に
お
け
る
議
論
と
同
様
、
取
締
役
の

選
任
に
つ
い
て
監
査
委
員
会
や
各
監
査
委
員
の
株
主
総

会
に
お
け
る
意
見
陳
述
を
認
め
る
こ
と
は
必
須
で
は
な

い
が
、
任
意
の
対
応
と
し
て
意
見
陳
述
を
認
め
る
こ
と

も
、
会
社
法
上
は
許
容
さ
れ
る
。

三　
役
員
の
報
酬
等
の
決
定
手
続

１　
監
査
役
会
設
置
会
社
・
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
間
の

移
行
（
類
型
①
お
よ
び
②
）

⑴　
監
査
役
会
設
置
会
社
か
ら
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
へ
の

移
行
（
類
型
①
）

　

監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
お
け
る
取
締
役
の
報
酬

等
は
、
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
と
そ
れ
以
外
の
取

締
役
と
を
区
別
し
て
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
定

め
る
必
要
が
あ
る
（
会
社
法
三
六
一
条
二
項
）。
こ
の
う

ち
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
は
、
移
行
前
に
は
存
在

せ
ず
、
報
酬
枠
も
設
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
移
行
に

際
し
て
新
た
に
報
酬
枠
を
設
定
す
る
た
め
の
株
主
総
会

決
議
が
必
要
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
監
査
等
委
員
以
外
の
取
締
役
に
つ

い
て
は
、
移
行
前
の
（
監
査
役
会
設
置
会
社
の
下
で
の
）

取
締
役
の
報
酬
枠
を
引
き
続
き
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
る
余
地
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と

も
、
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
と
そ
れ
以
外
の
取
締

役
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
決
議
さ
れ
た
移
行
前
の
取
締

役
の
報
酬
枠
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
得
る
か
ど
う
か
は
、

解
釈
上
、
不
明
確
な
点
が
残
る
。
そ
こ
で
、
実
務
上
は
、

監
査
等
委
員
以
外
の
取
締
役
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
移

行
後
の
報
酬
枠
に
つ
い
て
株
主
総
会
決
議
を
経
る
こ
と

が
穏
当
で
あ
る
（
注
七
）。

　

な
お
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
お
い
て
は
、
監

査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
の
報
酬
等
に
つ
い
て
は
各
監

査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
が
（
会
社
法
三
六
一
条
五
項
）、

ま
た
、
監
査
等
委
員
以
外
の
取
締
役
の
報
酬
等
に
つ
い

て
は
監
査
等
委
員
会
が
（
同
条
六
項
）、
そ
れ
ぞ
れ
株
主

総
会
に
お
け
る
意
見
陳
述
権
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
移
行
の
場
面
で
は
、
こ
れ
ら
の
規
律
は
適
用
さ

れ
ず
、
監
査
役
・
監
査
役
会
の
意
見
陳
述
を
認
め
る
こ

と
は
必
須
で
は
な
い
が
、
任
意
の
対
応
と
し
て
意
見
陳

述
を
認
め
る
こ
と
も
、
会
社
法
上
は
許
容
さ
れ
る
（
注

八
）。
特
に
、
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
の
報
酬
等
に

つ
い
て
、
任
意
に
監
査
役
の
意
見
陳
述
を
認
め
る
こ
と

は
、
各
監
査
役
が
監
査
役
の
報
酬
等
に
つ
い
て
意
見
陳

述
権
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と（
同
法
三
八
七
条
三

項
）
と
整
合
す
る
合
理
的
な
対
応
と
い
い
得
る
。

⑵　
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
か
ら
監
査
役
会
設
置
会
社
へ
の

移
行
（
類
型
②
）

　

報
酬
枠
の
設
定
に
関
す
る
前
記
⑴
の
考
え
方
は
、
②

の
場
合
に
も
同
様
に
妥
当
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、
監
査

役
は
移
行
前
に
は
存
在
し
な
い
た
め
、
監
査
役
の
報
酬

等
に
つ
い
て
は
、
移
行
に
際
し
て
新
た
に
報
酬
枠
を
設

定
す
る
た
め
の
株
主
総
会
決
議
が
必
要
と
な
る
（
会
社

法
三
八
七
条
一
項
）。
ま
た
、
取
締
役
の
報
酬
等
に
つ
い

て
は
、
移
行
前
の
監
査
等
委
員
以
外
の
取
締
役
の
報
酬

枠
を
引
き
続
き
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
余

地
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
実
務
上
は
、
監
査
等
委

員
と
そ
れ
以
外
と
を
区
別
し
な
い
取
締
役
と
し
て
の
報

酬
枠
に
つ
い
て
、
株
主
総
会
決
議
を
経
る
こ
と
が
穏
当

で
あ
る
。

　

ま
た
、
監
査
等
委
員
会
や
各
監
査
等
委
員
が
、
移
行

に
際
し
て
の
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
の
報
酬
等
に
つ
い

て
株
主
総
会
に
お
け
る
意
見
陳
述
権
を
有
す
る
か
ど
う

か
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
選
任
に

つ
い
て
の
意
見
陳
述
権（
前
記
二
１
⑵
）
と
同
様
の
議
論

が
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
の

報
酬
等
に
つ
い
て
は
、
監
査
等
委
員
会
が
意
見
陳
述
権

を
有
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
（
会
社
法

三
六
一
条
六
項
の
文
言
と
の
関
係
で
も
、
移
行
後
の
監

査
役
会
設
置
会
社
に
お
け
る
取
締
役
は
、「
監
査
等
委

員
で
あ
る
取
締
役
以
外
の
取
締
役
」
に
当
た
る
と
の
整

理
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
）。
他
方
、
監
査
役
の
報
酬
等

に
つ
い
て
は
、「
取
締
役
」
の
報
酬
等
に
つ
い
て
の
意
見

陳
述
権
を
定
め
る
会
社
法
三
六
一
条
五
項
・
六
項
は
適

用
さ
れ
ず
、
各
監
査
等
委
員
や
監
査
等
委
員
会
の
意
見
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陳
述
を
認
め
る
こ
と
は
必
須
で
は
な
い
が
、
移
行
後
の

監
査
役
会
設
置
会
社
の
下
で
は
各
監
査
役
が
監
査
役
の

報
酬
等
に
つ
い
て
意
見
陳
述
権
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
（
同
法
三
八
七
条
三
項
）
を
踏
ま
え
、
移
行
前
に

お
い
て
も
、
こ
れ
に
相
当
す
る
任
意
の
対
応
と
し
て
、

各
監
査
等
委
員
に
意
見
陳
述
を
認
め
る
こ
と
が
合
理
的

な
対
応
と
考
え
ら
れ
る
。

２　
他
の
機
関
設
計
か
ら
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
へ
の
移

行
（
類
型
③
お
よ
び
④
）

　

指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
い
て
は
、
取
締
役
の

報
酬
等
は
、
そ
の
個
人
別
の
額
を
報
酬
委
員
会
が
定
め

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
た
め
（
会
社
法
四
〇
四
条
三
項
）、

③
お
よ
び
④
の
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
取
締
役
の
報
酬

枠
に
つ
い
て
株
主
総
会
決
議
を
経
る
必
要
は
な
い
。
移

行
前
の
機
関
設
計
の
下
に
お
け
る
役
員
の
報
酬
枠
は
、

移
行
に
伴
っ
て
そ
の
法
的
効
果
を
失
う
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

３　
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
か
ら
他
の
機
関
設
計
へ
の
移

行
（
類
型
⑤
お
よ
び
⑥
）

　

監
査
役
会
設
置
会
社
お
よ
び
監
査
等
委
員
会
設
置
会

社
に
お
い
て
は
、
取
締
役
・
監
査
役
の
報
酬
等
は
、
株

主
総
会
決
議
に
よ
り
定
め
る
必
要
が
あ
る
（
会
社
法
三

六
一
条
一
項
、
三
八
七
条
一
項
）。
指
名
委
員
会
等
設
置

会
社
の
下
で
は
、
報
酬
委
員
会
が
取
締
役
の
個
人
別
の

報
酬
等
を
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り（
同
法
四
〇
四
条

三
項
）、
株
主
総
会
決
議
に
よ
る
報
酬
枠
の
設
定
は
行

わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
⑤
お
よ
び
⑥
の
よ
う
な
移
行
に

際
し
て
は
、
新
た
に
取
締
役
・
監
査
役
の
報
酬
枠
を
設

定
す
る
た
め
の
株
主
総
会
決
議
が
必
要
と
な
る
（
移
行

前
の
報
酬
委
員
会
が
移
行
後
の
取
締
役
・
監
査
役
の
個

人
別
の
報
酬
等
を
自
ら
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）。

　

そ
の
際
の
議
案
に
関
し
て
は
、
移
行
前
の
指
名
委
員

会
等
設
置
会
社
の
下
で
、
ど
の
よ
う
な
手
続
で
決
定
す

べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、
報
酬
等
に
関
す
る

事
項
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
報
酬
委
員
会
が
決
定

権
を
有
す
る
と
考
え
る
余
地
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

も
っ
と
も
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
の
報
酬
委
員
会

の
役
割
は
、
取
締
役
の
個
人
別
の
報
酬
等
の
決
定
で
あ

り
、
株
主
総
会
に
付
議
す
る
報
酬
枠
の
設
定
に
係
る
議

案
の
決
定
で
は
な
い
た
め
、
報
酬
委
員
会
に
議
案
の
決

定
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
は
疑
問
も
残
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
会
社
法
上
の
明
文
の
規
定
が
な
い
こ
と
も
踏

ま
え
る
と
、
移
行
に
際
し
て
の
報
酬
議
案
の
決
定
権

は
、
原
則
ど
お
り
取
締
役
会
に
属
す
る
と
解
す
る
こ
と

が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
実
務
上
は
、
報
酬

等
の
決
定
に
対
す
る
社
外
取
締
役
の
関
与
を
重
視
し
、

必
要
に
応
じ
て
任
意
に
報
酬
委
員
会
の
同
意
を
得
て
お

く
（
ま
た
は
報
告
し
て
お
く
）
と
い
っ
た
対
応
も
考
え

ら
れ
る
。

（
注
一
） 

坂
本
三
郎
編
著
『
一
問
一
答　

平
成
二
六
年
改

正
会
社
法
〔
第
二
版
〕』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
五
）
二

〇
頁
。

（
注
二
） 

塚
本
英
巨『
監
査
等
委
員
会
導
入
の
実
務
』（
商

事
法
務
、
二
〇
一
五
）
一
〇
二
頁
、
太
子
堂
厚
子
『
Ｑ

＆
Ａ
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
の
実
務
』（
商
事
法
務
、

二
〇
一
六
）
二
一
三
頁
。

（
注
三
） 

太
子
堂
・
前
掲
（
注
二
）
二
一
三
頁
。

（
注
四
） 

坂
本
・
前
掲
（
注
一
）
四
三
頁
。

（
注
五
） 

監
査
役
選
任
議
案
に
関
す
る
監
査
役
会
の
同
意

権
の
規
定
が
移
行
の
場
面
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に

つ
い
て
、
森
本
滋
＝
岩
原
紳
作
＝
始
関
正
光
＝
武
井
一

浩「〈
座
談
会
〉
平
成
一
四
年
商
法
改
正
と
経
営
機
構
改

革
〔下〕

─
委
員
会
等
設
置
会
社
に
関
す
る
論
点
・
実
務

対
応

─
」
本
誌
一
六
五
三
号
（
二
〇
〇
三
）
三
三
頁

〔
岩
原
発
言
〕。

（
注
六
） 

指
名
委
員
会
の
同
意
に
よ
る
方
法
は
、
移
行
前

の
機
関
設
計
の
下
に
お
け
る
各
機
関
の
役
割
・
機
能
を

重
視
す
る
も
の
、
監
査
委
員
会
の
同
意
に
よ
る
方
法

は
、
移
行
後
の
機
関
設
計
の
下
に
お
け
る
会
社
法
上
の

手
続
の
趣
旨
を
重
視
す
る
も
の
と
い
え
、
い
ず
れ
の
考

え
方
も
合
理
性
を
有
す
る
。

（
注
七
） 

塚
本
・
前
掲
（
注
二
）
一
〇
四
頁
、
福
岡
真
之

介
＝
髙
木
弘
明
『
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
の
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
と
運
営
実
務
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
五
）
二

六
二
頁
、
太
子
堂
・
前
掲
（
注
二
）
二
一
四
頁
。

（
注
八
） 

太
子
堂
・
前
掲
（
注
二
）
二
一
六
頁
。

 

（
う
ち
だ
・
し
ゅ
う
へ
い
）

❖
次
回
予
告
❖

 

　

次
回
の
実
務
問
答
会
社
法
は
、
塚
本
英
巨
弁
護
士

に
よ
る
「
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
お
け
る
重
要

な
業
務
執
行
の
決
定
と
そ
の
委
任（
仮
題
）」
を
予
定

し
て
い
ま
す
。 

（
編
集
部
）


